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各経済団体等の長　様
　
愛知県健康福祉部長　野村　道朗
新型インフルエンザ対策に伴う保育施設等の休業に

対する配慮について（依頼）

新型インフルエンザ対策につきましては、格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今般、国内において新型インフルエンザが発生し、国の新型インフルエンザ対策行動計画（新型インフルエンザ計画及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議平成２１年２月改定）においては第二段階（国内発生早期）となり、国の新型インフルエンザ対策本部幹事会において、別添の「確認事項」が決定されたところです。

この「確認事項」の三（五）においては、保育施設等の臨時休業とともに、「従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業となった場合における当該従業員の勤務について、事業者に対し、配慮を行うよう要請する。」と決定されております。

つきましては、保育施設等の臨時休業により、育児や介護のために休まざるを得なくなった従業員について、本人の申し出に基づいて特別休暇を与えるなど、格段の配慮をされますようお願い申し上げます。
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なお、今回の件につきましては、厚生労働省から各団体へ別添のとおり要請しておりますので、申し添えます。
(連絡先)

